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   松 田 町 不 妊 治 療 （ 先 進 医 療 ） 費 助 成 金 交 付 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 希 望 す る 人 が 安 心 し て 出 産 ・ 子 育 て が で

き る 環 境 整 備 を 図 る た め 、 医 療 保 険 適 用 の 体 外 受 精 又 は 顕 微

授 精 （ 以 下 「 体 外 受 精 等 」 と い う 。 ） と 併 用 し て 実 施 さ れ た

保 険 適 用 外 と な る 治 療 及 び 技 術 を 受 け る 者 に 対 し 、 予 算 の 範

囲 内 で 助 成 金 を 交 付 す る た め 、 松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平

成 １ ３ 年 松 田 町 規 則 第 １ ２ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定

め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。  

（ １ ）  保 険 医 療 機 関  先 進 医 療 の 実 施 医 療 機 関 と し て 厚 生

労 働 省 へ 届 け 出 て い る 又 は 厚 生 労 働 省 か ら 承 認 を 受 け て い

る 保 険 医 療 機 関 を い う 。  

（ ２ ）  先 進 医 療  前 号 で 規 定 す る 保 険 医 療 機 関 で 実 施 さ れ

る 医 療 保 険 適 用 の 体 外 受 精 等 と 併 用 し て 実 施 さ れ 、 厚 生 労

働 大 臣 の 定 め る 先 進 医 療 及 び 患 者 申 出 療 養 並 び に 施 設 基 準

（ 平 成 ２ ０ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 １ ２ ９ 号 ） に よ り 告 示 さ れ

て い る 治 療 及 び 技 術 を い う 。  

（ ３ ）  １ 回 の 治 療  医 師 が 判 断 し た 排 卵 準 備 の た め の 投 薬

開 始 等 の 治 療 計 画 書 を 作 成 し た 日 等 か ら 、 妊 娠 の 確 認 等

（ 医 師 の 判 断 に 基 づ き 、 や む を 得 ず 治 療 を 中 止 し た 場 合 を

含 む 。 ） に 至 る ま で の 体 外 受 精 等 の 実 施 の 一 連 の 過 程 を い

う 。  

 （ 助 成 対 象 者 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ り 助 成 金 の 交 付 を 受 け る こ と の で き る 者

は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

（ １ ）  医 療 保 険 適 用 の 体 外 受 精 等 と 併 用 し て 実 施 さ れ た 先

進 医 療 を 保 険 医 療 機 関 で 受 け た 者  
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（ ２ ）  １ 回 の 治 療 の 初 日 か ら 申 請 日 ま で の 間 、 法 律 上 の 婚

姻 を し て い る 者 又 は 事 実 婚 を し て い る 者  

（ ３ ）  申 請 日 に お い て 助 成 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申

請 者 」 と い う 。 ） が 本 町 に 居 住 し 、 か つ 、 住 民 基 本 台 帳 法

（ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） に よ り 本 町 の 住 民 基 本 台 帳 に

記 載 さ れ て い る こ と 。 た だ し 、 町 長 が 認 め た 場 合 は そ の 限

り で は な い 。  

（ ４ ）  次 に 掲 げ る 医 療 保 険 各 法 に 規 定 す る 被 保 険 者 若 し く

は 組 合 員 又 は そ の 被 扶 養 者 で あ る こ と 。  

ア  健 康 保 険 法 （ 大 正 １ １ 年 法 律 第 ７ ０ 号 ）  

イ  船 員 保 険 法 （ 昭 和 １ ４ 年 法 律 第 ７ ３ 号 ）  

ウ  国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ９ ２ 号 ）  

エ  国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ２ ８ 号 ）  

オ  地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ５ ２ 号 ）  

カ  私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 ２ ４ ５ 号 ）  

（ ５ ）  対 象 者 に 本 町 の 住 民 税 等 及 び こ れ に 準 ず る 納 付 金 等

の 滞 納 が な い こ と 。  

（ ６ ）  当 該 体 外 受 精 等 治 療 及 び 先 進 医 療 に 要 し た 費 用 に つ

い て 、 他 の 自 治 体 か ら 助 成 制 度 の 適 用 を 受 け て い て い な い

こ と 。  

 （ 助 成 の 対 象 と な る 費 用 ）  

第 ４ 条  助 成 の 対 象 と な る 費 用 は 、 １ 回 の 治 療 で 医 療 保 険 適 用

の 体 外 受 精 等 と 併 用 し て 実 施 さ れ た 先 進 医 療 に 係 る 費 用 と す

る 。  

 （ 助 成 金 の 額 ）  

第 ５ 条  助 成 金 の 額 は 、 １ 回 の 治 療 に つ き 、 先 進 医 療 に 要 し た

費 用 と し て 、 ５ 万 円 を 上 限 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 算 出 し た 助 成 金 の 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が

生 じ た 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

（ 助 成 の 回 数 ）  
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第 ６ 条  助 成 の 回 数 は 、 体 外 受 精 等 を 医 療 保 険 で 治 療 で き る 要

件 と 同 様 と す る 。  

（ 助 成 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  申 請 者 は 、 １ 回 の 治 療 が 終 了 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月

か ら 起 算 し て ６ 月 以 内 に 松 田 町 不 妊 治 療 （ 先 進 医 療 ） 費 助 成

金 交 付 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に よ り 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し 、

町 長 に 申 請 す る も の と す る 。  

（ １ ）   松 田 町 不 妊 治 療 （ 先 進 医 療 ） 費 医 療 機 関 等 証 明 書

（ 第 ２ 号 様 式 ）  

（ ２ ）  保 険 医 療 機 関 の 発 行 す る 領 収 書 及 び 診 療 報 酬 明 細 書  

（ ３ ）   次 に 掲 げ る 助 成 対 象 者 に 係 る 書 類  

 ア  戸 籍 全 部 事 項 証 明 書 （ 戸 籍 謄 本 ） 又 は 戸 籍 個 人 事 項 証

明 書 （ 戸 籍 抄 本 ）  

た だ し 、 住 民 票 の 写 し で 夫 婦 関 係 が 確 認 で き る 場 合 は 不

要 と す る 。  

  イ  住 民 票 の 写 し  

  ウ  事 実 婚 関 係 に 関 す る 申 立 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） 又 は 本 町 の

パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 （ 事 実 婚 を し て い る 者 に

限 る 。 た だ し 、 住 民 票 の 写 し で 夫 婦 関 係 が 確 認 で き る 場

合 は 不 要 と す る 。 ）  

（ ４ ）  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 交 付 の 決 定 ）  

第 ８ 条  町 長 は 、 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 内 容 を 審 査 し 、

そ の 適 否 を 決 定 し 、 松 田 町 不 妊 治 療 （ 先 進 医 療 ） 費 助 成 金 交

付 （ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に 通 知

す る も の と す る 。  

２  本 助 成 金 は 、 交 付 申 請 の 時 期 が 事 業 完 了 後 と な る た め 、 規

則 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ り 、 実 績 報 告 及 び 助 成 金 の 額 の 確 定 の

手 続 き を 省 略 す る 。  

（ 助 成 金 の 請 求 ）  
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第 ９ 条  前 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 を 受 け た 者 は 、 速 や か に 松

田 町 不 妊 治 療 （ 先 進 医 療 ） 助 成 金 請 求 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） を 町

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 １ ０ 条  町 長 は 、 偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 助 成 金 の 交 付

を 受 け た 者 が あ る と き は 、 そ の 者 か ら 当 該 助 成 金 の 額 の 全 部

又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 助 成 金 の 交 付 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 日 以 降 に 終

了 し た 治 療 に 係 る 不 妊 治 療 に つ い て 適 用 す る 。  

 （ 松 田 町 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 の 廃 止 ）  

２  松 田 町 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ７ 年 松 田 町

告 示 第 ６ ２ 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

 （ 松 田 町 一 般 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 の 廃 止 ）  

３  松 田 町 一 般 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 （ 令 和 ２ 年 松 田 町 告

示 第 ９ １ 号 ） は 、 廃 止 す る 。  


